
     
 

プレミアム付商品券事業の実施について 
 

にぎわい商業課   
 

１ 概要 

 本年１０月からの消費税率の引き上げに伴い、低所得者・子育て世帯（３歳未満児）の消

費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的とし

て、国の施策に則り、対象者に券面額２５，０００円の商品券を２０，０００円にて販売す

る事業を実施する。その実施に必要な経費（事業費及び事務費）は国が全額補助。 

 

２ 対象者 

（１）低所得者 

  平成３１年１月１日（基準日）時点で住民基本台帳に登録されており、平成３１年度分

の市民税が課税されておらず課税者に扶養されていない者。但し、生活保護の受給者であ

る場合などは除く。（対象者は約６５，０００人見込み） 

（２）３歳未満の子を持つ世帯主 

  平成２８年４月２日から令和元年９月３０日までに出生した児童が属する世帯の世帯

主。（対象児童は約８，２００人見込み） 

 

３ 商品券の内容 

 対象者一人あたり券面額２５，０００円の商品券を販売額２０，０００円で購入可能。 

１冊あたり券面額５，０００円の商品券を５冊まで購入可能（販売額４，０００円、割引率

２０％のプレミアム補助） 

 

４ 引換券の交付 

（１）低所得者 

対象と思われる方に申請書を送付（７月上旬）した後、購入意思の確認・審査への同意

を記入し返送してもらう。本市にて資格を確認したのち、対象者に別途引換券を郵送する

（７月下旬）。 

（２）３歳未満の子を持つ世帯主 

  対象者に引換券を郵送する（７月下旬）。 

 

５ 商品券の販売 

 販売期間 ９月上旬～１月３１日（金） 

販売箇所 市内の公共施設および公共機関を予定 

※市民サービスを図るため販売当初の９月は、市内各地域の支所・市民サービスセンター

で販売予定。１０月以降は、市役所等で販売予定。 

   



 

６ 利用店舗 

  本市が発行する商品券を利用できる店舗は、市内店舗に限り物品販売などの市民サービ

スを提供している事業者を広く募集する。利用者の利便性向上を図り２，０００店舗の登

録を目指す。 

  店舗登録受付期間  ５月１４日（火）～８月 ９日（金） 

  商品券使用期間  １０月 １日（火）～２月２９日（土） 

 

７ 事業費・事務費 

プレミアム付商品券事業 1,971,580千円（平成 30年度 3月補正、令和元年度 6月補正） 

 ＜主な歳出内訳＞ 

各種委託料 71,400千円・申請書等郵送料 47,640千円・商品券換金資金 1,830,000千円 

 

 

（参考）申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※３歳未満の子を持つ世帯主には申請書の提出を受けずに引換券を送付する。 
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